
現在の貸切バスの運賃・料金制度は、平成２６年４月から適用されています。
深刻な運転者不足やさらなる安全への投資に向けた取組を着実に実施できるようにす
るため、現在の運賃水準の見直しを行いました。

安全で良質な商品を
選びたい！

良質な商品を提供する
ため安全なバス会社を

選択します。

安全な輸送を確実に
お客様に提供します。

ご利用者

バス会社

旅行会社

旅行代金の支払い

様々なコストが適正に反映
された運賃・料金の支払い

安全安心な
輸送サービスの提供

◎人件費・燃料費・車両点検修繕費・保険料等の経費がかかります。
物価高の影響により、高騰する燃料費など必要経費が上昇しています。

◎車両の安全性を確保するため、安全装置や新型車両の導入が必要です。
安全装置の導入・更新や、適切な年数での車両更新の経費がかかります。

◎運転者に対して安全運転等の教育や指導には時間と費用がかかります。
バスの安全運転を行うため、日々ドライバーに指導教育を行っています。

令和５年８月 中部運輸局

貸切バス会社が負担しているコストとは



運賃は、以下の図のとおり「時間制運賃」と「キロ制運賃」を
合算して計算するルールとなっています。
料金は、交替運転者を配置する必要のある運行や、深夜
早朝運行の際に発生します。

適正な運賃・料金とは？

運賃算出の例
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【お問合せ先】
中部運輸局自動車交通部 旅客第一課 電話 ０５２－９５２－８０３５

愛知運輸支局 輸送・監査担当 電話 ０５２－３５１－５３１２
静岡運輸支局 輸送・監査担当 電話 ０５４－２６１－２８９８
岐阜運輸支局 輸送・監査担当 電話 ０５８－２７９－３７１４
三重運輸支局 輸送・監査担当 電話 ０５９－２３４－８４１１
福井運輸支局 輸送・監査担当 電話 ０７７６－３４－１６０２

中部運輸局公示掲載HP
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jikou/kouji/203_kasikiri.pdf

下限額の算出（税別）≪大型車を利用した場合≫

時間制運賃6,820円×13時間※１ ＝88,660円
キロ制運賃140円×110km※２ ＝ 15,400円

88,660＋15,400＝104,060円
この金額以上で運賃を決定します。

※１ ３０分以上は１時間に切り上げ
※２ １０㎞未満は１０㎞に切り上げ

上限額 下限額

運賃

キロ制運賃
（1km当た
り）

大型車 160円
⇒(上限なし)

110円
⇒140円

中型車 130円
⇒(上限なし)

90円
⇒120円

小型車 110円
⇒(上限なし)

80円
⇒100円

時間制運賃
（１時間当
たり）

大型車 7,660円
⇒(上限なし)

5,310円
⇒6,820円

中型車 6,470円
⇒(上限なし)

4,480円
⇒5,760円

小型車 5,550円
⇒(上限なし)

3,850円
⇒4,940円

料金

交替運転者
配置料金

キロ制
料金

（1㎞当た
り）

20円
⇒(上限なし)

20円
⇒30円

時間制
料金

（１時間
当たり）

3,340円
⇒なし

2,310円
⇒2,410円

深夜早朝運
行料金

時間制運賃及び交替運転者配置料金(時
間制料金)の2割増以内⇒
時間制運賃及び交替運転者配置料金(時
間制料金)の2割増

平成26年3月26日 中運局公示第167号
⇒【令和5年8月25日変更後の金額】

国土交通省

一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の検
討を必要としない運賃・料金の下限額


